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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
効
果
分
析
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
六
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
平
成
十
八
年
四
月
の
新
予
防
給
付
及
び
介
護
予
防
特
定
高
齢
者
施
策
（
以
下
「
新
た
な
介
護
予

防
施
策
」
と
い
う
。
）
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
導
入
前
の
要
介
護
一
を
要
支
援
二
と
要
介
護
一
に
分
類
し
た
も
の
の
、
要

介
護
及
び
要
支
援
認
定
に
つ
い
て
の
基
準
自
体
は
変
更
し
て
い
な
い
た
め
、
要
介
護
及
び
要
支
援
認
定
の
傾
向
に
変
化
が
生

じ
る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
御
指
摘
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
と
も
承
知
し
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
審
査
請
求
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
度
が
二
百
三
十
件
、
平
成
十
五
年
度
が
三
百
二
十
三
件
、
平
成

十
六
年
度
が
三
百
十
三
件
、
平
成
十
七
年
度
が
二
百
六
十
六
件
、
平
成
十
八
年
度
が
五
百
四
十
七
件
で
あ
り
、
合
計
千
六
百

七
十
九
件
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
要
介
護
度
別
の
件
数
の
推
移
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
市
町
村
に
寄
せ
ら
れ
た
苦
情
及
び
不
服
の
主
な
内
容
並
び
に
そ
の
件
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
審
査
請
求
の
主
な
内
容
は
、
要
介
護
・
要
支
援
認
定
及
び
介
護
保
険
料
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
過

去
五
年
の
件
数
は
、
要
介
護
・
要
支
援
認
定
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
ま
た
、

介
護
保
険
料
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
度
が
千
六
百
三
十
件
、
平
成
十
五
年
度
が
千
九
百
八
十
六
件
、
平

成
十
六
年
度
が
千
八
十
五
件
、
平
成
十
七
年
度
が
千
三
百
九
十
一
件
、
平
成
十
八
年
度
が
四
千
二
件
で
あ
る
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
継
続
的
評
価
分
析
等
事
業
に
お
い
て
、
同
一
人
物
の
追
跡
調
査
を
行
い
、
デ
ー
タ
を
収
集
し
て
い

る
。

九
、
十
、
十
四
及
び
十
五
に
つ
い
て

仮
集
計
の
段
階
で
あ
る
が
、
継
続
的
評
価
分
析
等
事
業
の
結
果
か
ら
は
、
新
予
防
給
付
の
導
入
前
は
要
支
援
で
、
導
入
後

は
要
支
援
一
で
あ
る
者
に
つ
い
て
、
介
護
予
防
通
所
介
護
の
一
か
月
当
た
り
の
平
均
利
用
回
数
が
、
四
・
八
回
か
ら
四
・
六

回
へ
と
変
化
し
て
お
り
、
ま
た
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
一
か
月
当
た
り
の
平
均
利
用
回
数
は
、
五
・
五

二



回
か
ら
四
・
九
回
へ
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
の
一
か
月
当
た
り
の
平
均
利
用
回
数
が
、
六
・
〇
回
か
ら
五
・
八
回
へ
と
変
化

し
て
い
る
。

ま
た
、
新
予
防
給
付
の
導
入
前
は
要
介
護
一
で
、
導
入
後
は
要
支
援
二
で
あ
る
者
に
つ
い
て
、
介
護
予
防
通
所
介
護
の
一

か
月
当
た
り
の
平
均
利
用
回
数
は
、
新
予
防
給
付
の
導
入
前
後
で
六
・
七
回
と
変
化
が
な
く
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
の
一
か

月
当
た
り
の
平
均
利
用
回
数
が
、
八
・
四
回
か
ら
七
・
三
回
へ
と
変
化
し
て
お
り
、
ま
た
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
一
か
月
当
た
り
の
平
均
利
用
回
数
は
、
七
・
五
回
か
ら
七
・
二
回
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

ま
た
、
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を

行
う
と
と
も
に
、
利
用
者
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
関
す
る
相
談
も
受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
取
組
に
よ
っ

て
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
が
確
保
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
調
査
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

十
一
及
び
十
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
が
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
二
月
十
九
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
六
七
号
）

五
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
全
額
自
費
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
実
態
の
把
握
に
つ
い
て
、
今
後
の
介
護
保

険
制
度
の
見
直
し
の
際
に
、
そ
の
必
要
性
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

三



十
三
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
介
護
予
防
事
業
報
告
に
よ
る
と
、
平
成
十
八
年
度
に
介
護
予
防
特
定
高
齢
者
施
策
に
参
加
し
た
者
の
う
ち
、

当
該
年
度
内
に
新
た
に
要
支
援
又
は
要
介
護
認
定
を
受
け
た
者
は
、
三
千
九
百
七
十
三
名
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

当
該
施
策
の
効
果
に
つ
い
て
、
現
在
、
検
証
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
六
及
び
十
七
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
の
生
活
援
助
に
つ
い
て
は
、
家
族
又
は
親
族
等
と
同
居
し
て
い
る
利
用
者

で
あ
っ
て
も
、
個
別
の
利
用
者
の
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
平
成
十
七
年
の
介
護

保
険
制
度
改
正
の
際
に
こ
の
取
扱
い
を
変
更
す
る
よ
う
な
通
知
は
発
出
し
て
い
な
い
。

十
八
及
び
十
九
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
予
防
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
一
部
の
市
町
村
に
お
い

て
、
利
用
者
の
個
別
具
体
的
な
状
況
を
踏
ま
え
ず
、
同
居
家
族
等
が
い
る
こ
と
の
み
を
判
断
基
準
と
し
て
、
一
律
機
械
的
に

サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
介
護
給
付
の
支
給
の
可
否
に
つ
い
て
決
定
し
て
い
る
と
の
情
報
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
家
族
又
は

親
族
等
と
同
居
し
て
い
る
利
用
者
で
あ
っ
て
も
、
個
別
の
利
用
者
の
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う

四



取
扱
い
に
つ
い
て
周
知
徹
底
を
図
る
た
め
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
日
に
厚
生
労
働
省
老
健
局
振
興
課
事
務
連
絡
「
同
居

家
族
等
が
い
る
場
合
に
お
け
る
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
予
防
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
生
活
援
助
等
の
取
扱
い
に
つ
い

て
」
を
発
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
自
治
体
に
対
す
る
同
事
務
連
絡
の
趣
旨
の
周
知
徹
底
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

五


